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1 議事日程(第 6号)

昭和 59年 3月 24日午前 10時間越

議案第 11号 館山市長選挙立会演説会条例を廃止する条例

の制定について

館山市職員給与条例の一部を改正する条例の

制定について

館山市職員・の定年等tζ関する条例の制定につ

いて

個人の市民税に係る館山市市税条例の臨時特
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臼程第 1~ 例lζ関する条例の制定について

議案第 15号 損害賠償の額の決定及び和解について

議案第 16号 新たに生じた土地の確認について

議案第 17号 新たに生むた土地を市の区域内lζ編入する乙

とについて

議案第 18号 新たに生じた土地の確認について

議案第 19号 新たに生じた土地を市の区域内lζ編入する乙

とについて

題案第 31号 昭和 58年度館山市一般会計補正予算{第 7

号}

議案第 20号 館山市立幼稚園設置条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第 21号 館山市立幼稚間保育斜及び入園斜徴収条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第 22号 館山市社会体育施設の設置及び管理lζ関する

条例の一部を改正する条例の制定について

蟻寮第 23号 館山市学習等供用施設の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 24号 館山市立博物館設置条例の一部を改正する条

例の制定について

日程第 2~ 議案第 2 5号 館山市乳幼児医療費支給条例の一部を改正す

る条例の制定について

議案第 26号 館山市母子文は父子の家庭に対する医療費等

の助成に関する条例の制定について

議案第 27号 館山市廃難勧の処理及び清掃に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

蟻集第 28号 館山市国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定について

語家第 32号 昭和 58年度館山市国民健康保険特別会計補

正予算(第 2号)

磁集第 33号 昭和 58年度館山市老人保健特別会計補正予
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算(第 2号)

議案第 29号 館山市竹原柳作ため池災害復旧事業分担金徴

収条例の制定について

議案第 30号 館山市道路占用料徴収条例の一部を改正する

日程第 3~ 条例の制定について

議案第 34号 昭和 58年度館山市ユースホステル特別会計

補正予算(第 1号)

議案第 35号 昭和 58年度館山市水道事業特別会計補正予

算{第 1号)

日程第 4 請願第 3号 核巡航ミサイル・トマホーク積載艦の寄港tと

反対する意見書の提出を求める請願書

請願第 1号 「し尿〈み取り J r幼稚園の入園制・保育桝J

日程第5く 「学校給食費J等の値上げと公共施設穆化槽

民間委託に反対する請願書

請願第 2号 し尿くみ取り斜及び幼権園保育桝・入園斜の

値上げに反対する請願書

蟻案第 S号 昭和 59年度館山市一般会計予算

蟻案第 4号 昭和 59年度館山市国民健康保険特別会計予

算

議案第 5号 昭和 59年度館山市老人保健特別会計予算

議案第 6号 昭和 59年度館山市と畜場特別会計予算

日程第 6~ 議案第 7号 昭和 59年度館山市ユースホステル特別会計

予算

議案第 8号 昭和 59年度館山市学童災害共済事業特別会

計予算

麓案第 9号 昭和 59年度館山市水道事業特別会計予算

鰭集第 10号 昭和 59年度館山市国民宿舎事業特別会計予

算

日程第 7 .寮第 36号 人権擁護要員候補者の推薦について

日程第 8 建築第 31号 館山市収入役の選任について
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開 議午前 10時 13分

。譜長{石井 正君) 本日の出席議員数 24名、乙れより第 1田市議会

定例会第 6日の開議を開会し、直ちに本自の会議を開きます。

議案の配付

。議長(石井 正君} 議案を配付いたさせます。

議案の配付漏れはありませんか。一一骨E付漏れなしと認めます。

本日の議事はお手元tζ麗付の日程表はより行います。

議案の上程

。議長(石井 正君) 日程第 1、議案第 11号乃至議案第 19号及び議

案第 31号の各議案を一括して議題といたします。

総事委員会委員長報告

。議長{石井 正君) ただいま蟻題となりました各自書案は、ともに去る

3月 12日の本開講において総事委員会に付託されたものであります。

よって、乙れより各自書案に対する総事委員会における審査の経過並びに

結果につき委員長の報告を求めます。

総事委員会委員長横溝 窃君。御登壇履います。

{総事委員会委員長横溝 功君登壇}

。総事委員会委員長{横溝 功君} 去る 3月 12日開会の本会議におき

まして総事委員会iζ付託されました鶴案第 11号乃至議案第 19号及び語

集第 31号はっきまして、 15日総務委員会を開催し、慎重に審査の結果、

全員一致原案どおり可決すべきものと決しました。

次tζ 、審査について主なる事項を申し上げます。

議案第 12号館山市磯員給与条例の一部を改正する条例の制定について

ですが、期末手当、勤勉手当の支給日はいつを考えているかを尋ねたとと

ろ、菌、県iζ準じ 6月は 30日、 12月は 10日とする旨の答弁がありま

した。

次iζ 、議案第 13号館山市噂員の定年等lζ関する条例の制定について、

勧奨退噸制度は今後どうなるかを尋ねたと乙ろ、個々に対する勧奨は当分
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の間従来どおり行われていく、その際は幾分の優遇は従来どおり行われる

旨の答弁がありました。

次lζ 、議案第 14号個人の市民税lζ係る館山市市税条例の臨時特例lζ関

する条例の制定について、本条例はより全体としてどのくらいの減額が見

込まれるかをただしたと乙ろ、現在申告受付申であり、はっきりした数字

はわからないが、推定で 2000万円ほど見込まれる旨の答弁がありまし

た。

次lζ 、議案第 15号損害賠償の額の決定及び和解について、相手方の車

の損害を尋ねたと乙ろ、損害賠償額として 16万 9190円支払った旨の

説明がありました。さらに、損害賠償額は全額保険で支払われたのかを尋

ねたと乙ろ、休業補償の一部 4万 1108円は保険で認められなかった、

物損については全額保険より支払われた旨の答弁がありました。

なお、示談書tζ後遺症の問題等条件があるかどうかをただしたと乙ろ、

本件について異議を申し立てないという乙とで解決したとの答弁がありま

した。

次lζ 、議案第 16号新たに生じた土地の確認について、議案第 11号新

たに生じた土地を市の区域内に編入する乙とについて、議案第 18号新た

に生じた土地の確認について、譜案第 19号新たに生じた土地を市の区域

内tζ編入する乙とについての 4譜案は一括審査する乙とにいたし、土地の

管理権、埋め立て工事の目的、築増にあたっての負担割合及び利用にあた

って契約の有無をただしたと乙ろ、土地の管理績は千葉県にある、埋め立

1 i て工事の目的は漁港整備拡充のための施設用地の造成であり、内容として

l、i は船形については護岸敷、野積み場、給油施設、道路、岸壁であり、寓崎

については護岸敷、岸壁である、築増の負担割合については船形は第 3種

漁港で国 6096、県 3596、地元 596で、地元分の 1096を漁業組合で負

担する、富崎は第 2種漁港で冒 5096、県 37. 596、地元 12. 5 96で、

地元分の 1696を漁業組合で負担する、利用にあたっての文書による契約

は事前協議が行われているので文書によるものはないとそれぞれ答弁があ

りました。

次iζ 、議案第 31号昭和 58年度館山市一般会計補正予算第 7号につい

t 1 て、総君臨費申の地方パス路線維持費補助金の内容についてただしたと乙ろ、
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本事業は国の制度として実施しており、第 2種生活路線は平均乗車密度 5

人以上 15人未満、 1日の運行回数 10回未満のもので乙れが 4路銀ある、

第 3種生活路線は平均乗車密度 5人未満で 57年度lζ打ち切りとなったが、

県において沿線市町村が助成すれば県・においても助成するとの乙とから実

施されたもので乙れが 2路標ある、乙の方は利用者の減少から廃止を含め

て協議しているとの答弁がありました。

次lζ 、民生費中の奨学基金繰出金について、申し込み状況、選考基準を

ただしたと乙ろ、申積者は 14名おり、選考基準lとより内定通知をした、

選考基準は所得、資産及び就学学校の学力を加味し、総合得点 60点以上

の者を合格としているとの説明がありました。

そ乙で、さらに入学校が音楽学校等の場合は選考基準に弾力性を持たす

べきと思うがどうかとただしたと乙ろ、今後十分考慮するようにいたした

いとの答弁がありました。

次に、民生費中老人ホーム収容措置扶助費の減額理由をただしたと乙ろ、

当初 84名見込んだと乙ろ 76名に減少した、一人当たりの措置費約 20 

0万円なので 16 0 0余万円の減となった旨の答弁がありました。

次lζ 、出野尾lζ建設した老人福祉センターの規模及び余熱利用の見通し

をただしたと乙ろ、建物は面積 194.49平米であり、収容人員は 50 

名である、清掃センターの余熱利用はより老人福祉セシターで使用するお

湯については給湯可能であるとの答弁がありました。

次lと、生活保護費のうち医療扶助の認定にあたって愛情lζ欠ける節もあ

ると思えるが、どのように認定しているのかをただしたと乙ろ、医師の診

断によって判断している、ぞれ以外方法がない旨答弁がありました。さら

に、交通事故の場合の示談成立による慰謝料についてはどのようにしてい

るかを尋ねたと乙ろ、返還してもらっている旨の答弁がありました。

医療扶助貨の認定及び慰謝糾の返還措置については、事情をよく聞き出

し、きめ細かい霞慮をなし、眠りなきょうするととを強く要望いたしまし 4 

た。

次に、農林水産業費中農道整備事業費託斜の減額の理由をただしたと乙 L 

ろ、稲穂と広瀬線がCBRテストの結果、路床入れ替えが不要となったと t 

とが主なる理由であるとの答弁がありました。"
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さらに、農道といっても、将来市道lζ編入される乙とも考えられるので、

関係機関にも十分協議をなし、予算を有効に使うよう要望いたしました。

次に、土木費中館山駅西口地区土地区画整理事業 B.C調査委託料の減

額と進捗状況を尋ねたと乙ろ、 56年度から園の補助を得て調査を行って

おり、 56、 57年度において説明会を行い、 58年 5J.J lζ地元関係地権

者はより 2つの協議会が発足している、 58年度に説明会を 7圏、協議会

を2回行っている、その他パンフレットの配布等を行い、 60年度計画決

定、 61年度事業着工という線で進めていきたい、現在公有地とするため

区域内の土地買収を進めており、今後市として必要な土地は積極的に買収

し、計画どおり遂行したい旨の答弁がありました。

関連して、養浜事業の展望をただしたと乙ろ、養浜事業を計画しようと

したが、漁業会の言い分も強いので、西日を中心とした都市改造を行って

いく申でリゾートタウンとしての海岸線の整備を図る乙とも計画に入っ、て

おり、進めていきたいが、その前にまず西口地区の整備を行いたい旨の答

i
i
;
!
 

、島

弁がありました。

さらに、海幸苑簡の駐車場を整備すると間〈が、ど乙で管理するのかを

ただしたと乙ろ、自然公園盤情事業として 59年度行うもので市が管理し

ていくとの答弁がありました。

さらに、グリーレベルトが車両の出入りに支障を来しているとの声があ

るが、どのように考えているかをただしたと乙ろ、グリーンベルトは海岸

線の美化という乙とで北条、八幡海岸に 51設置されたもので、グリーシ

ベルトを取ってしまうというととは問題もあろうかと思うので、もう少し

協議していきたいとの答弁がありました。

次tζ 、公園費申城山公園用地膚入費減額と用地買収の進捗状況をただし

たと乙ろ、買収計画の面積は 3万 86. 1 2平米のと乙ろ現在まで 2万 6

6 9平米と全体の 81.3496の買収であったための減である旨8 1 8 • 

の答弁がありました。

さらに、計画を見直す考えの有無をただしたととろ、未買収の土地につ

いてもかなり揺が進んできているので、いましばらく時聞をかけたい。ま

た用地については都市計画決定がなされているので、安易に変更はできな
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関連して、鹿島堀の調査を行ったようであるが、城山整備計画の申lζ含

めて鹿島堀を残す考えはないかただしたと乙ろ、 2月 17日から 10日間

日本考古学研究所に依頼して調査を行っており、後世にどのように鹿島堀

を残じていくか、その報告を待って文化財審議会の意見も聞き検討してい

きたいとの答弁がありました。そ乙で、観光的見地からも十分検討するよ

う要望いたしました。

次iζ 、消防費に関連して、消防力の強化という見地から給水タンク車に

ついてただしたと乙ろ、館山市にはないが広域消肪に 1台ある旨の答弁が

ありました。

以上、本委員会lζ付託されました議案 10件について総務委員会の審査

の概要を申し上げ、満場の賛同を賜りますようお願いいたし、総務委員会

委員長報告といたします。

。議長{石井 正君} 以上で委員長の報告を終わります。

ただいまの委員長報告について御質疑ございませんか。一一樹質疑なし

と認めます。以上で質疑を終結いたします。

討論

。議長(石井 正君} 乙れより討論に入ります。

通告がありますので、発言を許します。

2番議員田沢勝信君。御登壇願います。

( 2番議員田沢勝信君登壇}

02番{田沢勝信君} 議案第 12号館山市職員給与条例の一部を改正す

る条例の制定について反対の討論をいたします。

議案第 12号は、市崎員の給与を昨年 4月にさかのぼり、率にして平均

2. 07%引き上げようとするものでありますが、千葉県人事委員会勧告

の 6. 4 496給与引き上げを大きく下回ったものであり、蛍働基本権制約

の代償措置である人勧制度そのものを無視したものと言わなければならず、

とうてい納得できるものではありません。

ましてや、引き上げ額において月額平均.(.7 1 2円、 1日平均にして 1

7 5円の引き上げでしかなく、個人の職員にとってみますと 1食当たりに

しまして平均 58円の引き上げにしかなりません。
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乙れは、公共制金の値上げ等考えるならば、乙れまで県の給与引き上げ

率で聴員の生活が向上するかしないかは申し上げられないと市長が昨年度

来言われてきた乙ととは違い、市職員の実質的な生活向上にはとうてい及

lまないと言わなければなちません。

そのような観点から見て、議案第 12号lζ は強く反対し、人事委員会勧

告の完全実施を求めるものであります。

次lζ 、議案第 31号 58年度館山市一般会計補正予算第 7号について反

対討論をいたします。

市職員の給与改定が平均 2. 0 6 96と低額補正しかされておりません e

t I 議案第 12号の反対の討論と同様の立場から、県人事委員会勧告を完全実

施する立場の補正を求めたいと考えます。

また、歳入で 2億 50 0 0万の財政調整基金からの取り崩しを中止し、

また歳出では 1327万円の財政調整基金への操り出しの補正が行われよ

うとしていますが、昨年来からの社会体育施設等の使用桝等の値上げとい

う市民負担の増加が一方であるわけですから、市民lζ負担を強いて積み立

てをしていると言わなければなりません。乙うした市政のあり方は、市民

生活優先のスローガンとは相入れないものであり、承認できないものであ

ります。

以上、議案第 12号及び議案第 31号について反対討論といたします。

O議長(石井 正君) 以上で、 2番議員君の討論を終わります。

次、 1番議員神田守隆君。御登壇顕います。

( 1番議員神田守陸君登壇}

背骨

j
F
 

Ea 

l
F
 

話

r よ‘ー，

ー

01番(神田守隆君) 反対討論が続くわけであります。

議案の第 11号館山市長選挙立会演説会条例を廃止する条例の制定につ

白

日

ザ

ヲ

a

'
r
d
a
z
e
 

~ I いて、議案の第 12号館山市職員給与条例の一部を改正する条例の制定lζ

t!i I ついて、議案第 31号昭和 58年度館山市一般会計補正予算第 7号につい

r、3 て、それぞれ反対の討論をいたします。

まず、市長選挙の立会演説会条例の件についてであちます。選挙戦は本

1 来言論戦であり、選挙にあってはその場所が最大限に保障されるべき乙と

は言うまでもありません。市長選挙における立会演説会を廃止しようとす

るものでありますが、その根拠とされるのはさきの第 100国会における

ζ 
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公選法の一部改定であります。乙の一部改定の方向は選挙本来のあり方が

言論戦であるという乙とに逆行するものであり、絶対に認める乙とはでき

ません。これは公選法の改悪そのものであります。乙れを強行した自民党

lζ厳しく抗議するものであります。

次lζ、議案第 12号職員給与条例の関係でございます。人事院勧告制度

は公務員のストライキ規制lζ対する代償措置であり、乙れが実施きれない

乙とは政府みずからが法を無視する行為をとっている乙とであります。政

府は速やかに人事院勧告の完全実施をすべきであります。市は国の乙の無

法な行為lζ追随し、市みずからも市職員の給与改定にあたって県人事委員

会の勧告を無視しました。市長は地方自治体の長であり、園、県に追随す j 

る乙となく人事院制度を尊重し、その完全実施をすべきであります。

したがいまして、議案の第 31号昭和 58年度館山市一般会計補正予算

につきましても、乙の補正予算が人事院勧告を無視したその内容を予算化

したものである以上認めるととはできません。

以上の点を強調いたしまして、私の反対討論といたします。

。議長(石井 正君} 以上で遇告者による討論を終わります。

通告をしない自信員で討論ございませんか。一一唱す論なしと認めます。以

上で討論を終結いたします。

採決

。議長{石井 正君) 乙れより採決いたします。

採決は分割して行います。

まず、議案第 11号館山市長選挙立会演離会条例を廃止する条例の制定

について起立により採決いたします。

議案第 11号についての委員長の報告は原案可決であります。

議案第 11号を委員長の報告どおり可決する乙とに賛成の諸君の起立を

求めます。

{賛成者起立)

O自信長{石井 正君) 起立多数であります。よって蟻寮第 11号館山市

長選挙立会演読会条例を廃止する条例の制定については原案どおり可決さ

れました。
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次いで、議案第 12号館山市職員給与条例の一部を改正する条例の制定

についてを起立により採決いたします。

議案第 12号についての委員長の報告は原案可決であります。

議案第 12号を委員長の報告どおり可決する乙とに賛成の鰭君の起立を

求めます。

(賛成者起立)

O議長{石井 正君) 起立多数であります。よって議案第 12号館山市

職員給与条例の一部を改正する条例の制定については原案どおり可決され

ました。

次いで、議案第 13号乃至議案第 19号の各議案を一括して採決いたし

ます。

議案第 13号乃至議案第 19号についての委員長の報告は原案可決であ

ります。

各議案を委員長の報告どおり可決するととに御異議ありませんか。

( r異蟻なし」と呼ぶ者あり)

。鰭長(石井 正君) 御異議なしと認めます。よって議案第 13号乃至

議案第 19号の各自陣寮はいずれも原案どおり可決されました。

次いで、鶴案第 31号昭和"5-8年'度館山市←般会計補正予算について起

立により採決いたします。

議案第 31号についての委員長の報告は原案可決であります。

議案第 31号を委員長の報告どおり可決するととに賛成の諸君の起立を

求めます。

{賛成者起立}

O議長{石井 正君) 起立多数であります。よって議案第 31号昭和 5

8年度館山市一般会計補正予算は原案どおり可決されました。

議案の上程

。議長{石井 正君) 日程第 2、議案第 20号乃至蟻案第 28号及び建

築第 32号、.寮第 33号の各自信寮を一括して自信題といたします。

文教民生委員会費員長報告
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0議長{石井 正君) ただいま議題となりました各議案は、ともに去る

3月 12日の本会議において文教民生委員会に付託されたものであります。

よって、乙れより各議案に対する文教民生委員会における審査の経過並

びに結果はっき、委員長の報告を求めます。

文教民生委員会副委員長松下正己君。御登壇願います。

{文教民生委員会副委員長松下正己君登壇)

0文教民生委員会副委員長(松下正己君) 去る 12日開会の本会議にお

きまして本文教民生委員会に付託されました各議案について、 16日委員

会を招集し、全員出席のもとに慎重なる審査を行いました。

以下、審査いたしました主なる事項と結果について、本日委員長欠席の f 
ため、私副委員長が代わり御報告申し上げます。

まず、議案第 20号館山市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の制

定については、全員一致をもって原案どおり可決いたしました。

次位、議案第 21号館山市立幼稚園保育制及び入園桝徴収条例の一部を

改正する条例の制定については、受益者負担の考え方について説明を求め

ましたと乙ろ、負担の公平、歳入の増加を図る上から、行政サーピスを受

ける場合、その受益の限度において応分負担をなすべきであると説明があ

り、さらに値上げについての緊急性があるか、値上げをしなければ現状の

公立幼稚園制度を維持する乙とはむずかしいのか問いただしましたと乙ろ、

教育施設の整備は市政の根本においてよりよい教育実現のため条件整備を

行い、幼児教育についても希望者全員入国できる体制をもっているので、

今後さらに質的売実を図る申で財政充実を考えるべきであると答弁があり

ました。

次に、値上げについては住民の意向が反映されなければならないが、ど

のように対応されたのかと聞きましたと乙ろ、募集要綱tζ含めて周知を図

っている、もちろん値上げ承知の入国願書も提出されておるが、今後も広

報等の申で十分 P Rしていきたいと離明がありました。

また、安房郡市の保育制が特別に安い状態に比較して当市は高いといわ

れる心配がないかと開いただしましたと乙ろ、市町村によって実情が違う

ので仕方がないが、不当に安いという乙とは他の市町村民彫曹を及ぼす乙

とになる、 40 0 0円の保育料は全国的にみて決して高くないと当局の答
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弁がありました。

本議案lζ闘しましては、住民の十分な合意を得ていない、安房郡の中で

特tζ高い、今回の値上げについては緊急性がないという理由で反対討論が

あり、また保育料については県下の平均に比べても安いし、その他の徴収

金についても県の平均より低い状視はあり妥当な値上げであると賛成討論

がありました。

本議案は起立により採決を行い、賛成多数をもって原案どおり可決すべ

きものと決しました。

また、本議案について公聴会開催の要諦の動議が出されましたが、否決

されました。

次に、議案第 22号館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、管理のあり方と観光客の利用につい

てを説明を求めましたと乙ろ、管理は同敷地内の公民館が行い、利用にあ

たっては西岬地区民を優先させる申で観光客への開放も考えていると説明

がありました。

本議案は全員一致をもって原案どおり可決いたしました。

次iζ 、議案第 23号館山市学習等供用施設の設置及び智理に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、管理の方法について説明を求めま

したと乙ろ、委託業務の範囲内で注意を払っていただくと説明がありまし

た。

また、 jt条地区学習等供用施設について、ボラシティア活動をされる人

たちは施設を利用するよう PRをすべきものと思うがどのように考えてお

るか尋ねましたと乙ろ、一般市民lζ知られておると理解しておるが、不十

分であれば今後 PRを考えていきたいと答弁がありました。

また、管理の具体的な内容と委託費について説明を求めましたと乙ろ、

建物のかぎの保管、清掃、備品の管理、地元の人たちが使う場合の使用手

続き事奮を委託する、委託費は 25万円であると説明がありました。

本議案は全員一致をもって原案どおり可決をいたしました。

次tζ 、議案第 24:号館山市立博物館設置条例の一部を改正する条例の制定

について、協議会の委員の構成と入館者の状況と入館料について尋ねまし

たと乙ろ、県の博物館を参考として 7人とした、入館者は新年度において
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7万人ぐらいを予想しており、入館料は 2月末現在 521万 1130円で

あると説明がありました。

さらに、入館者の地域別パーセンテージを聞きましたと乙ろ、市内 29 

%、県内 44. 7 %、県外 26. 1 %・と説明があり、本議案に関しまして

は全員一致をもって原案どおり可決いたしました。

次lζ 、議案第 25号館山市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例

の制定について、今後とも本施策を維持していかれるかとの聞いに、上乗

せ福祉という乙とで補助金カット等の問題も起きているので将来見直しを

考えなければならない事態も起乙ると思うが、現在の段階では維持してい

くつもりであると前向きな答弁がありました。

本議案については全員一致をもって原案どおり可決されました。

次lζ 、議案第 26号館山市母子又は父子の家庭に対する医療費等の助成

に関する条例の制定について、県の助成の対象になっておるかとの説明を

求めましたととろ、県の補助金の対象tとはなっていない、父子家庭の場合、

従来の母子家庭について助成制度があったが、父子家庭についても同じ境

遇にあるという乙とで今回付け加えたと説明がありました。

本議案については全員一致をもって可決いたしました。

次lζ 、議案第 21号館山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、し尿収集手数斜については、人頭割、世帯

割等あって一概に言えないが、 10'当たりに換算すると県下で 4番目に

高いと思うがどうかと尋ねましたと乙ろ、処理方式が遭うし、安い、高い

の判断はむずかしい、高度処理を行っている県内 7カ所では平均的な位置

にあると説明がありました。

また、処理経費を一般財源で負担するか住民負担にするかで制金lζ大き

な遣いが出るが今回の改定では 4 0円が処理経費となっている、もっと市

で負担できないかとの質問に対し、住民負担という乙とでは税で負担する

のも住民負担である、人件費を含めた処理経費は 1."当たり 60 0 0円で

あり、そのうち 40 0 0円を受益者負担でお願いしたい、なお処理費 40 

o 0円については 51年度の改定の際に条例に定めていると答弁がありま

した。

また、保全公社の将来の健全経営のために掛金値上げを提案した、し尿
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、

くみ取り家庭は 54%であり、サーピスを受けている方に負担してもらう

のが負担の公平と考えると当局の説明がありました。

また、今回の値上げにより今後何年ぐらい運営ができるか、民間委託に

ついてはどうか、住民のコンセンサスを得る方法は考えられないのか等当

局の考えをただしましたと乙ろ、 110円の斜金については 61年度にお

いて単年度の収支均衡を基本として定めた、よほどの経済情勢の変化のな

い限り 3年聞は乙のままでいけると考えている、民間委託は考えていない、

議会に提案する前の手続きとして市長の諮問機関である清掃事業運営審議

会に諮問し答申を得ている、 3月の広報にも掲載し周知を図っている、等

々の説明がございました。

本議案lζ 関しましては、処理経費 40円が大きな比重を占めており、乙

れを住民負担lζ転嫁する乙とは承服できないという理由で反対討論があり、

諸般の情勢からやむを得ない値上げであるが、保全公社の合理的な経営lζ

努め、今後なるべく長期聞にわたって値上げをしないように要望するとし

て賛成討論が行われ、本議案は起立により採決をいたしました。賛成多数

民より原案どおり可決すべきものと決しました。

本件について継続審査の動議がございましたが、賛成少数はより否決さ

れました。

なお、議案第 28号館山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について、第 32号昭和 58年度館山市国民健康保険特別会計補正予算

第 2号について、議案第 33号昭和 58年度館山市老人保健特別会計補正

予算第 2号について、全員一致をもって原案どおり可決をいたしました。

以上、文教民生委員会に付託されました各議案につきまして、主なる事

項と結果について御報告いたしました。満場の皆さまの御賛同をお願い申

し上げまして文教民生委員会委員長報告といたします。

。議長{石井 正君} 以上で蜜員長の報告告を柊わります。

ただいまの委員長報告について御質媛ございませんか。一一一御質疑なし

と認めます。よって質疑を終結いたします。

( r蟻長、動自信Jと呼ぶ者あり}

動議
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01番{神田守隆君) 議案の第 21号館山市立幼稚園保育制及び入園桝

徴収条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第 21号館山市廃

棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

乙の 2議案につきまして、 1万余の反対の請願署名もあり、住民の意向を

韓重する必要があると考え、さらに慎重審査の必要を認め、文教民生委員

会に再付託をされるよう、十分な審査の保証を求め、再付託するよう動議

いたします。

( r賛成j と呼ぶ者あり)

。謀長(石井 正君) 賛虜がありますので動議が成立いたしました。

ただいまの動議について賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

O議長{石井 正君} 起立少数であります。ただいまの動議は否決され

ました。

討論

。議長{石井 正君} 乙れより討論iζ入ります。

通告がありますので、発言を許します。

2番議員田沢勝信君。御登壇願います。

( 2番議員田沢勝信君登壇}

02番{田沢勝信君} 議案第 21号及び議案第 21号に反対の討論をい

たします。

議案第 21号は館山市立幼韓国の保育制を月額 400円アップ、入園桝

は 10 0 0円アヲプさせようとするものでありますが、私は乙れまでも主

張してきたとおり、市民への負担増加については緊急やむを得ない件に限

るべきであり、しかも住民の合意が得られるものでなければならないと考

えます。乙れまで希望者全員が入国可能という幼稚園の保育行政を確立し

てきた乙とについて評価するものでありますが、今回の値上げが乙れまで

の幼稚園行政を維持、発展させていく上で緊急やむを得ない措置として提

案されているとは言いがたいものがあります。

5 8年度安房郡市で比較してみますと、入国桝、保育制では年間 4万 8

000円の富浦町に次ぎ館山市が 4万 12 0 0円となって、 2番目の高負
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担となっております。乙れは富浦町が昨年初めての公立幼稚園の設置の理

由を考えてみますと、安房郡市では最高の負担になっております。同じく

1 0薗の鴨川市と比較しでも当市の入閣斜、保育料は約倍近くになってい

ta--4噌
d

p

撃£

ます。

入国桝、保育料を低〈押さえると他の諸経費で父兄の負担が増加され好

ましくないとも言われますが、幼推園保護者負担の年額で見ますと、鴨川

市と館山市では 1万円以上の負担の聞きがあります。

しかも、国に準ずるとされている国の基準である入国税 50 0 0円、保

育料 40 0 0円についてはその根拠も明らかにならないままの値上げ提案

であり承認できません。

次lζ 、議案第 21号のし尿収集手数桝の101当たり 20円の値上げに

ついてですが、乙の件lζ関しては質疑の瞭にも申し上げましたが、 51年

iと 101当たり 64円から 120円に値上げしようとする市長の提案は、

多くの市民の反対で議会でも 90円に修正された経過がございます。

提案がたった 1回限りの審議会の開催で答申されたものであるのに対し、

値上げ反対の署名は 1万 858名にも及んでいる乙とからも市民の声を反

映した答申とは言いがたく、前回の修正から再度 20円の値上げをしよう

とする今回の提案はとうてい納得できるものではありません。

以上をもちまして、私の反対討論といたします。

。議長{石井 正君) 以上で 2番議員君の討論を終わります。

次、 1番議員神田守隆君。御登壇顕います。

( 1番蟻員神田守陸君登壇)

01番{神田守隆君} 反対討論が続〈わけであります。

議案の第 21号館山市立幼稚園保育料及び入国斜徴収条例の一部を改正

する条例の制定について、議案の第 21号館山市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、それぞれ反対の討論を

行います。

市立幼稚園の保育斜を月額 36 0 0円から 40 0 0円に、入園料を 40 

o 0円から 50 0 0円に値上げしようとするものでありますが、値上げの

論拠とされる地方交付税の算定基準はそれ自身に何らの合理的な根拠があ

るものとは考えられません。それは現実に地方交付税算定基準とは何ら関
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係なく各自治体の保育料、入園料が決められている乙とからも明らかであ

ります。市が独自に市の実情を踏まえ税金の合理的な設定基準を検討する

乙となく、国の地方交付税算定基準を唯一の論拠として乙れに連動させて

斜金を決めていくというあり方は、自主性のない態度だと言わなければな

りません。

私は、市の幼稚園の税金決定のあり方そのものについて考え直すべきで

あり、料金を一方的に決めていくあり方を同時に考え直す必要があると考

えます。

幼稚園は、義事教育lζ近いほどに普及しており、その制金色負担になら

ない程度に抑制されるべきであります。乙の点で安房郡市各自治体の斜金 十

は館山市の半分程度であり、十分に参考とすべきものと考えます。月額 4

000円は高過ぎます。

以上の点を主張いたしまして、反対の討論といたします。

次、議案第 27号についてであります。

本件はっきましては、し尿くみ取り制金を 10 l当たり 90円から 11 

0円に値上げしようとするものであります。市t;r財政上の困難をその理由

lζ挙げていますが、値上げによって当市のくみ取り斜は県下 28市中第 3

位の高斜金となり、市民生活の現況からその負担は大変に大きく、値上げ

は避けるべきであります。

市は保全公社lζ対し、キロ 4000円の処理費のうち半分の 20 0 0円

を免除し、現行のくみ取り斜金 90円を維持すべき乙とを強調いたしまし

て、私の反対討論といたします。

0議長(石井 正君} 以上で通告者による討論を終わります。

通告をしない議員で討論ございませんか。一一宮t論なしと認めます。以

上で討論を終結いたします。

採決o.長{石井 正君) 乙れより採決いたします。

採決は分割して行います。

まず、議案第 20号館山市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の制

定についてを採決いたします。
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議案第 20号についての委員長の報告は原案可決であります。

議案第 20号を委員長の報告どおり可決する乙とに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぷ者あり)

。議長(石井 正君) 御異議なしと認めます。よって議案第 20号館山

市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の制定については原案どおり可

決されました。

次いで、議案第 21号館山市立幼稚園保育料及び入国斜徴収条例の一部

を改正する条例の制定についてを起立により採決いたします。

議案第 21号についての委員長の報告は原案可決であります。

議案第 21号を委員長の報告どおり可決することに賛成の諸君の起立を

求めます。

{賛成者起立)

O議長(石井 正君} 起立多数であります。よって議案第 21号館山市

立幼稚園保育制及び入園制徴収条例の一部を改正する条例の制定について

は原案どおり可決されました。

次いで、議案第 22号乃至議案第 26号の各議案を一括して採決いたし

ます。

議案第 22号乃至議案第 26号についての委員長の報告は原案可決であ

ります。

各議案を委員長の報告どおり可決する乙とに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり}

。議長{石井 正君} 御異議なしと認めます。よって議案第 22号乃至

議案第 26号の各議案はいずれも原案どおり可決されました。

次いで、議案第 27号館山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを起立により採決いたします。

議案第 27号についての委員長の報告は原案可決であります。

議案第 27号を委員長の報告どおり可決する乙とに賛成の諸君の起立を

求めます。

{賛成者起立)o.長{石井 正君) 起立多数であります。よって語集第 27号館山市

廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について
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は原案どおり可決きれました。

次いで、議案第 28号館山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

制定についてを採決いたします。

議案第 28号についての委員長の報告は原案可決であります。

議案第 28号を委員長の報告どおり可決する乙とに御異議ありませんか。

( r異議なし Jと呼ぷ者あり}

0議長(石井 正君) 御異議なしと認めます。よって議案第 28号館山

市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については原案どおり可

決されました。

次いで、議案第 32号及び議案第 33号の各特別会計補正予算を一括し

て採決いたします。

議案第 32号及び議案第 33号についての委員長の報告は原案可決であ

ります。

各議案を委員長の報告どおり可決する乙とに御異議ありませんか。

( r異蟻なし Jと呼ぶ者あり}

。議長{石井 正君} 御異議なしと認めます。よって諮案第 32号及び

議案第 33号の各特別会計補正予算はいずれも原案どおり可決されました。

議案の上程

。議長(石井 正君} 日程第 3、議案第 29号、議案第 30号、議案第

3 4号及び議案第 35号の各議案を一括して議題といたします。

建設経済委員会委員長報告

。議長{石井 正君} ただいま議題となりました各議案は、ともに 3月

1 2日の本会議において建設経済委員会に付託されたものであります。

よって、乙れより各議案に対する建設経済委員会における審査の経過並

びに結果について委員長の報告を求めます。

建設経済蓑員会委員長石井 謀君。御登壇願います。

{建設経済委員会委員長石井 謀君登壇)

。建設経済委員会委員長(石井 謀君) 御報告申し上げます。

去る 3月 12日、本会議において建設経済委員会に付託されました議案
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第 29号乃至第 30号及び第 34号並びに第 35号について、去る 3月1

7日建設経済委員会を招集し、議案の審査を行いました。

議案につきましてそれぞれ慎重に審査し、いずれも原案どおり可決すべ

きものと決しました。

以下、委員会における審査の経過について主な事項を申し上げます。

議案第 29号館山市竹原柳作ため池災害復旧事業分担金徴収条例の制定

についてでありますが、どの程度地元負担になるか、また工事費はどの程

度になるかを尋ねたと乙ろ、県の補助が 65%、残りが地元負担になる、

また地元負担については別に定める乙とになっているが、いままでの例で

いくと市と受益者がそれぞれ半額負担となっている、工事費総額は概算見

積もりで約 500万である旨の説明があちました。

次tζ 、議案第 30号館山市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の

制定についてでありますが、減免の申で「特別の事情Jとあるが、現在ど

ういう乙とを考えているか尋ねたと乙ろ、家庭からの排水埋設管について

市道側溝聾備の関係から公平を図る意味で減免していくとの答弁がありま

した。

。 I 次lζ 、議案第 34号昭和 58年度館山市ユースホステル特別会計補正予

算についてでありますが、備品膿入の内容について説明を求めたと乙ろ、

ピデオカメラ、敷布団、包丁、毛布を購入する旨の説明がありました。

また、乙の費用については、全額県費である旨の補足説明がありました。

続いて、施設の整備計画について説明を求めたと乙ろ、本年度はふろ場、

寝室を修理する旨の説明があり、また事業収支で減少しているようである

が利用者の増加を図る努力について尋ねたと乙ろ、近年全国的lとユース腫

れの傾向があるので今後はチラシ等の配布によって利用者の増加を図るた

め努力する旨の答弁がありました。

次tζ 、議案第 35号昭和 58年度館山市水道事業特別会計補正予算案に

ついてでありますが、本年度の収支見込みについて説明を求めたと乙ろ、

収益的収支で約 1200万黒字、資本的収支で 54 0 0万円の不足を生じ

る見込みである旨の答弁がありました。-

続いて、受託工事収益の誠について尋ねたと乙ろ、大きなものは路面復

旧費関係で面積の湯少による減額である旨の説明がありました。
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続いて、水道料金の滞納lζ対する措置についてただしたと乙ろ、滞納者

lζ対し 2ヵ月置きに給水停止を予告し滞納の整理を図っている、また高額

滞納者についても給水停止等行ってきたが、停止する乙とによってかえっ

て営業成績が上がらない場合もあるので、分納措置等はより滞納を減らし

ていきたい旨の答弁がありました。

以上で建設経済委員会に付託されました議案について概要を御報告申し

上げました。満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして建設経済

委員長報告といたします。

。議長(石井 正君} 以上で委員長の報告を終わります。

ただいまの委員長報告について御質疑ございませんか。一一櫛質疑なし 1 
と認めます。よって質疑を終結いたします。

乙れより討論に入ります。通告はありませんでした。討論ございません

か。一一台f論なしと認めます。よって討論を終結いたします。

採決

。語長{石井 正君} 乙れより採決いたします。

採決は一括して行います。

語集第 29号、鶴集第 30号、議案第 34号及び鶴案第 35号について

の委員長の報告は原案可決であります。

各鶴案を委員長の報告どおり可決する乙とに御異議ありませんか。

( r異鰻なし Jと呼ぶ者あり}

oa長{石井 正君) 御異議なしと認めます。よって議案第 29号、鶴

寮第 30号、議案第 34号及び議案第 35号の各蟻案はいずれも原案どお

り可決されました。

萌願書の上程

。蟻長{石井 正君} 日程第 4、請願第 3号核巡航ミサイル・トマホー

ク積載艦の寄港tζ反対する意見書の提出をもとめる請願書を議題といたし

ます。

総事委員会寮員長報告
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。議長{石井 正君} ただいま議題となりました請願書は去る 3月 12 

日の本会議において総務委員会iζ付託されたものであります。

よって、乙れより本請願書lζ対する総事委員会における審査の経過並び

に結果はっき委員長の報告を求めます。

総務委員会委員長横溝 功君。御登壇顕います。

(総務委員会委員長横溝 功君登壇}

。総務委員会委員長(横溝 功君) 請願第 S号核巡航ミサイル・トマホ

ーク積載鑑の寄港tζ反対する意見書の提出をもとめる請願書の審査結果に

ついて御報告申し上げます。

本請願書につきましては、 15日の委員会におきまして審査いたしまし

たと乙ろ、請願を採択するにあたってはその趣旨が実現するように議会は

責任をもって見守り努力する必要がある、本語願の内容な国際的な大きな

問題であり、本鵠会において処理できる問題ではない、権限外の事項比対

する請願については不採択にするほかないとの行政実例もある、以上の乙

とから全員一致をもって不採択とする乙とに決しました。

以上、審査の概要を申し上げ、総事費員会委員長報告といたします。

O鵡長{石井 正君} 以上で委員長の報告を終わります。

間報告に対する質擾

。議長(石井 正君) ただいまの委員長報告について御質疑ありません

か。

02番(田沢勝信君} ただいま総事委員長の報告によりますと、乙の請

願の可決について議会が権限がない、そのような報告がありましたが、ど

のような根拠をもちまして権限がないのかどうなのか判断されておるのか、

その辺の事情につきましてお聞かせ願いたいと思います。

乙の件につきましでは、他の自治体でも請願が可決された例がございま

すので、その辺を踏まえまして御観明を願いたいというふうに思います。

0総務委員会委員長{横溝 功君} ただいま説明したとおりに、やはり

乙ういう問題は本市語会のような地方自信会においては何ともしようのない

ものであるという意見であって、したがいまして何とも仕方がないのであ

るから権限外であるというととでございます。
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。議長{石井 正君) 他に御質疑ありませんか。一一寸卸質疑なしと認め

ます。よって質疑を終結いたします。

討論

。議長(石井 正君) 乙れより討論に入ります。

討論ありませんか。

01番(神田守隆君) いまの質疑の中にもありましたが、権限外である

というのは大変な認識上の誤りがある。乙れは総務委員会において大変な

誤解をされているように思います。したがいまして、乙のような誤解lζ基

づく判断については認めるわけにはまいりません。 1
以上、反対討論といたします。

。議長{石井 正君) 他に討論ありませんか。一一寸討論なしと認めます。

討論を終結いたします。

採決

。議長{石井 正君) 乙れより採決いたします。

採決は起立により行います。

爾願第 3号についての委員長の報告は不採択であります。

本語願を採択と決します乙とに賛成の諸君の起立を求めます。

{賛成者起立)

O議長{石井 正君} 起立少数であります。よって請願第 3号は不採択

と決しました。

請願書の上程

O語長{石井 正君) 日程第 5、請願第 1号「し尿〈み取り J r幼稚園

の入園料・保育料Jr学校給食費」等の値上げと公共施設樺化槽民間委託

に反対する請願書及び請願第 2号し尿くみ取り桝及び幼稚園保育斜・入園

料の値上げに反対する請願書を一括して議題といたします。

文教民生委員会委員長報告

。議長{石井 正君} ただいま諮題となりました各請願書は、去る 3月
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1 2日の本会議のおいて文教民生委員会lζ付託されたものであります。

よって、乙れより各請願書に対する文教民生委員会における審査の経過

並びに結果につき委員長の報告を求めます。

文教民生委員会副委員長松下正己君。御登壇願います。

(文教民生委員会副委員長松下正己君登壇)

。文教民生委員会副委員長{松下正己君) 去る 12日の本会議におきま

して本文教民生委員会に付託されました請願第 1号「し尿くみ取り J r幼
稚園の入園料・保育料J r学校給食費」等の値上げと公共施設浄化槽民間

委託に反対する請願書、請願第 2号し尿くみ取り料及び幼稚園保育斜・入

園料の値上げに反対する請願書について審査の経過並びに結果について御

報告申し上げます。

本請願はっきましては、十分な質疑が交わされましたが、主な事項を御

報告申し上げます。

公共施設浄化槽の民間委託問題について、保全公社の組合lζ雇用不安が

起きているし、組合との合意が得ないままに進められているように思うが

と尋ねましたと乙ろ、予算編成lとからんで保全公社の赤字解消をどうすべ

きかという乙とで、事務サイドにおいて資制を求めた結果、くみ取り斜に

ついては 110円、浄化槽清掃については 1100万の数字が出てきたも

ので理事会が検討した結果ではない、浄化槽清掃による赤字をくみ取り制

で埋める乙とは許きれないし、民間でやれば安〈なるとのデータもあった

ので、市における発注方法を見積もり合わせあるいは競争入札によって合

理的に執行すべきであるとの考え方を持った、なお公社では樺化槽の清掃

については 2人の職員で算出しているが、現在 1名欠員となっており、も

う1名は 59年度退職する予定である、現在し尿収集部門で長期の休み等

の場合lζ 臨時職員が予算化されているが、乙の 1名を回す乙とにより臨時

職員の必要もなくなると思うし、さらに消化しきれない人件費が出た場合、

その分についてのみ市から補助する計画であると答弁がなされました。

さらに、保全公社も入札に参加できるのか、また公共施設の樺化槽は全

部一括で入札するのか、 1カ所ごとに行うのかと問いましたと乙ろ、現時

点では決定していない、今後決定すると説明がありました。

さらに、他の官公庁の民間委託による浄化槽清掃賓と保全公社の見積も

~ 
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りの比較について尋ねましたと乙ろ、保全公社の資制によると、館山航空

隊基地民開業者 116万、保全公社見積もり 58年度料金 11 3万 800

0円、保健所 14万 30 0 0円民開業者、 16万 81 0 0円保全公社、安

房合同庁舎 44万 4000円民開業者， 5 5万 2800円保全公社、以上

と説明がございました。

乙乙で、乙の請願に対して賛成の意見がありました。

結果、起立採決をいたし、請願第 1号、第 2号とも賛成少数lとより不採

摂と決しました。

以上、結果を申し上げまして文教民生委員会委員長の報告といたします。

。議長(石井 正君} 以上で委員長の報告を終わります。"t

ただいまの委員長報告について御質疑ありませんか。一一制質疑なしと

認めます。よって質疑を終結いたします。

乙れよち討論iと入ります。討論はありませんか。一一「討論なしと認めま

す。よって討論を終結いたします。

採決

。議長{石井 正君} 乙れより採決いたします。

採決は一括して起立により行います。

講顕第 1号及び請願第 2号についての委員長の報告は不採択であります。

各請願書を採摂と決します乙とに賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

O議長{石井 正君} 起立少数であります。よって請願第 1号及び請願

第 2号の各請願書はいずれも不採択と決しました。

議案の上程

O議長(石井 正君} 日程第 6、議案第 3号乃至議案第 10号昭和 59 

年度館山市一般会計及び各特別会計予算を一括して議題といたします。

予算審査特別委員会委員長報告o.長{石井 正君} ただいま蟻庖となりました各会計予算は、ともに

去る S月 13日の本会組で特別委員会を設置し付託されたものであります。
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よって、乙れより各会計予算に対する予算審査特別委員会における審査

の経過並びに結果につき委員長の報告を求めます。

予算審査特別委員会委員長流山源次郎君。御登壇願います。

{予算審査特別委員会委員長流山源次郎君登壇)

。予算審査特腐委員会委員長{流山源次郎君) ただいま議題となりまし

た議案第 3号乃至難案第 10号昭和 59年度館山市一般会計予算並びlζ特

別会計予算iζ係る予算審査特別委員会におきます審査の経過及び結果につ

いて御報告申し上げます。

去る 13日開会の本会議におきまして設置されました本委員会を 19日

招集し、各会計における予算につき慎重に審査を行いました。

以下、委員会におきます質疑応答等整理いたしまして、その抵裏金御報

告申し上げます。

まず、一般会計歳出であります。

第 2款総務費申特別職報酬等審議会委員報酬が計上されていますが、 5

9年度に特別職の報酬等改定を予定しているか、また審議内容の公開につ

いてどう考えるか質問しましたと乙ろ、特別職の報酬については各市の状

認、一般職給与の引き上げ状況、その他消費物価等を考慮して改定を行う

ととになっており、今回一般職の給与が改定されるととにより特別砲につ

いても検討していく、審議内容の公開については、要望があったととを審

議会に述べたいとの説明がありました。

次lζ 、館山市職員互助会補助金 13 4 9万40 0 0円が計上されていま

すが、磯員互助会運営について説明を求めましたと乙ろ、職員互助会につ

いては会長を助役、副会長を総君臨部長と職員組合委員長、理事として職員

の申から会長が指名する者 5名、一部事事組合の申から会長が指名する者

4名、臓員組合の推薦する者 5名を授員として運営されており、結婚祝金、

出産見舞金、退職生業資金等の各種の給付金の支給、また福利厚生事業へ

の補助等行っているとの説明がありましたが、補助金支出にあたっては慎

重を期されたいとの意見がありました。

次tζ 、電子計算観賞申電子計算組緒借上斜、ワードプロセッサ借上輔、

パーソナルコンぜa ーター借上剥が計上されていますが、乙れらの活用状

況について蹴明を求めましたと乙ろ、借上掛合計で 58年度に比較して 4
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1 8万 80 0 0円の増額となっており、内容としては電子計算機借上斜に

ついてはディスプレイ装置の増設を図り収入役室、財政課において即時処

理を行えるようにし、ワードプロセヲサについては現在の 3台を 6台忙し、

浄書センターのほか各階lζ1台ずつ設置、パーソナルコンピューターにつ

いては現在の 2台を 4台にして電算室、教育委員会、税務課、建設関係で

使用し、事務の合理化を推進していくとの説明がありました。

次iζ 、賦課徴収費中納税組合奨励金 1302万 50 0 0円が計上されて

いますが、納税組合の誠少傾向lζ対する市の考え方をただしましたと乙ろ、

納期内納付を組織的に行い財諌確保を図るという乙とで組合の奨励を従来

から行ってきており、現在当市iζ201組合が結成され、市税のほぼ半分

の収納をしているが、年々若干ずつの減少傾向にあるので、昨年は地域代

表者会議を組織したし、今後組合長会議だけでなく地区単位での話し合い

を行って、充実強化を図っていきたいとの説明がありました。

次位、第 3款民生費申社会福祉総務賓の各種委託耕について個々の金額

が記載されてないが、従前記載されていたものであるので、どのような事

情によるものか質問しましたととろ、委託方法については団体に対する定

額的な額をもっての委託と業者に対する委託があるが、業者lζ対する委託

については見積もり合わせ、入札等により決定される関係上、各款にわた

り金額を割愛したとの説明がありました。

次lζ 、館山市福祉作業所増築工事請負費 19 6 0万円が計上されていま

すが、増築の規模等について説明を求めましたと乙ろ、現在の作業所の西

側へ増築を計画し、面積 13 4. 4平米、工事内容としては建物工事、造

成改修工事、渡り屋工事、暖房設備工事であるとの説明がありました。

次に、国民年金事事費申計算センタ一年金案事委託制 44 5万 30 0 0 

円が計上されていますが、前年度iと比し増額した理由について説明を求め

ましたと乙ろ、年金の保険制は現在 3カ月を 1期として 4期tζ分けて納付

されているが、 59年度からさらに納めやすいように毎用納付できる方法

を採用した乙とによる増額であるとの説明がありました。

さらに、国民年金事事費の財源内訳で一般財源 451万 20 0 0円を計

上している乙とにかんがみ、超過負担の問題について説明を求めましたと

乙ろ、 58年度決算見込みで交付事は対象経費の 66. 8 %であるとの麓

手
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明がありました。

次に、敬老祝金 660万円が計上されていますが、乙れが内容について、

さらに今後乙の予算を別の老人lζ対する有効な施策に振り向けていく考え

はないかただしましたと乙ろ、 6ヵ月以上本市lζ在住の 80歳以上の老人

民対し、敬老の意を表するとともに福祉の増進を図るために行っているも

ので、 58年度は電気マッサージ器を地域の民生委員を通じ贈ったが、現

在のと乙ろ早急に見直し、廃止する考えはないとの考え方が示されました。

次lζ 、老人保健特別会計繰出金 8813万 4000円が計上されていま

すが、乙の積算の内容については、総医療費について支払基金交付金 10 

%、国庫負担金 20%、県負担金 5 %、市負担金 5 %であるとの説明があ

りました。

次lζ 、児童福祉費において青少年相談員連絡協議会補助金が計上されて

いますが、青少年相談員の行う事業について十分な安全管理をすべきと思

うがどうかとの質問に対し、各地区で子供会等の行う活動に対しレクリェ

ーション保険tζ加入しており、未加入の地域については今後加入するよう

指導していきたい。なお、青少年相談員は本来地区の各活動lζ対し指導す

るのが任務であるが、今後社会福祉協議会で行っているボランティア保険

へ加入できるよう現在手続きを行っているとの説明がありました。

次lと、第 4款衛生費申がん検診委託桝 1658万 6000円が計上され

ていますが、特に宵の検診について有料化による影響は昨年度なかったか

質問しましたと乙ろ、胃検診 51年度 32 0 3名、 58年度 32 2 3名と

わずかに増加しており、 58年度から実費徴収になった影響は見られない。

検診斜金の増 12. 5 %と集団検診、総合検診を含め 3500人を予定し

計上したとの説明がありました。

次tζ 、と畜場特別会計操出金 250万円が計上されていますが、今後の

と畜場運営lと対する考え方についてただしましたと乙ろ、利用形態を検討

すると広域的な要素が強〈館山市だけでの運営は適当でないと考え、市で

の運営は 59年度で閉鎖するという基本方針を持っている。広域園事事組

合において正式な議題とはなっていないようであるが、利用者団体lζ は事

情を説明しており、その団体において各市町村へ存続のための働きかけを

しているようであるとの説明がありましたが、どうしても必要な施設でも
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あり、広域掴での運営を特lζ要望しました。

次lと、第 5款労働費でありますが、市税の申で給与所得者の税負担はか

なり大きなウェートを占めていると思うが、労働費は全体で 112万 30 

o 0円と少額であり、勤労者lζ対する施策が少ないのではないかとの意見

がありました。

次lζ 、第 6款農林水産業費申館山市豊房育成牧場業君臨管理委託料 231

0万が計上されていますが、委託後問題はないか、また市外からの預託が

できるようになったが、その状況について説明を求めましたと乙ろ、 3月

まで市の職員を配置し、指導、事事引き継ぎを行うが、順調に進んでいる。

また現在預託牛 92頭であるが、市外からの預託は 1頭であるとの説明が

ありました。

次tζ 、第 7款商工費申中小企業融資預託金 1300万円が計上されてい

ますが、年々利用者が減少している乙とについての市の見解を求めました

と乙ろ、 51年度は 1"件で 2360万、 58年度は 4件で 700万の融

資をしているが、減少の理由としては金融機関においても同程度の条件で

融資が受けられる乙と、企業の投資が少なかったという乙とが考えられる

との説明がありました。

次lζ 、第 8款土木費申住宅建設資金利子補給金 520万 30 0 0円につ

いては、昭和 5"年の 10月1日から諸行したもので、 55年が 1"件、

5 6年が 1"件、 57年 16件、 58年 18件と年々わずかずつ利用者が

ふえており、 59年度は 20件を見込み計上したとの説明がありました。

次に、道路維持費が前年度lζ比べ大幅な減額となっているが、道路維持

補修工事請負費と道路維持補修工事材斜費について理由をただしたと乙ろ、

工事請負費については 58年度西岬地区の学校統合に伴い約 10 0 0万特

別に国鉄からの要望により予算化したものが今年度減になり、工事材桝費

については従来生活道を含めてほ場整備区域内の道路の整備等行ってきた

が、それらが徐々に整備されてきた関係で減額したとの説明がありました。

次lζ 、館山港修築工事負担金 3" 5 "万 3000円が計上されています

が、工事の内容について税明を求めましたと乙ろ、第 6次港湾整備計画に

より、沼地区において第 1工区として海面からマイナス 5. 5 mの岸壁を

1 8 0 m、第 2工区としてマイナス". "mの岸壁を 60 m、取り付けの

~ 
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岸壁を 30mを大体 60年から 62年を目途lζ 県が国の補助金を受けて実

施するもので、市の負担率は 16.85%であるとの説明がありました。

次lζ 、街路用地購入費 6000万円が計上されていますが、八幡高井縁

の買収状況について説明を求めましたと乙ろ、計画買収面積 1万 30 5 • 

19m2で、 58年度までに 4623.8m2の買収を行っており、買収率は

44.81%であるとの説明がありました。

次lζ 、館山運動公園整備事業負担金 1480万円が計上されていますが、

工事の進捗状況について、また完成前の一部供用について貌明を求めまし

たと乙ろ、 59年度テニスコート、トイレ等を予定しているが、それがで

きてから野球場、多目的グラウンド等の施設について一部供用開始できる

のではないか、また当初 60年の 3月完成予定だったが現時点において 6

2年完成と県では考えているとの説明がありました。

次lζ 、住宅費中住宅管理費lζ関して、住宅使用制の値上げ見込み分が上

積みされたような計上であるが、 59年の計画についてとの間いに対しま

して、住宅使用制について諸物価の高騰等により平均 19%の値上げを考

えており、各戸すべて訪問し周知を図っていく。修理については笠名、大

賀住宅の屋根の修構、床、雨戸等、岡沼住宅の屋根、ドア等を予定してい

るとの麓明がありました。

次lζ 、第 9款消防費申常備消防費前年比 2300万の増額の理由につい

て説明を求めましたと乙ろ、新規職員採用tζ伴う人件費の増で、 5年ほど

前から充実を期すため人員増を図ってきており、来年度 4人の採用によっ

て当初計画した 20名になるとの説明がありました。

さらに、非常備消防費については、前年度lζ比べ減額されている申で特

区喪用弁債の誠績について説明を求めましたと乙ろ、従来行ってきた操法

耕練を規律訓練に変更した乙とにより、訓練回数が年間 9回程度減になっ

たζ とによるとの観明がありました。

次に、第 10款教育費申館野小学校用地膚入賞 1413万 90 0 0円の

内容について、さらに本市小、中学授における文部省基準の充足率につい

て質問しましたと乙ろ、館野小学校につわては膚入面積 6499mlを予定

し、幼稚園を含めて文部省基準を充足すると考えている。なお文部省基準

を超えているのが小学校 11授申 S授、中学綬 4授申 S授、幼稚園 10聞
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申 2園であるとの説明がありました。

次lと、小中学校費において要保護及び準要保護児童、生徒援助費が計上

されていますが、全児童、生徒lζ対する給付を受けている者の割合につい

て、また制度の周知を図るためにどのような乙とを行っているか説明を求

めましたと乙ろ、 59年度予算において小学校で 3. 3 1 %、申学校で 4• 

63%、全体で 3. 1 9 %の給付率で、小中学校合計 11 8 5万 10 0 0 

円を計上したとの説明があり、制度の周知徹底についてとりあえず 1年生

lζ対してチラシを配布し、直接請求する形をとっていきたいとの考えが示

されました。

次lζ 、幼稚園費について、今回保育斜等の値上げが提案されていますが、

乙れがどのように予算面において具現化され、充実が図られているかただ

しましたと乙ろ、屋外教育の整備充実を図るため新規事業として館山幼稚

園屋外環境整備工事請負費 40 0万円を計上し、また園用器具費において

ぜアノの買いかえを予定しているとの説明がありました。

次tζ 、歳入でありますが、市民税申法人税割については標準税率を超え

て課税している法人があるが、その増収分はどの程度か、また均等割につ

いても大法人lζ対しては制限税率をもって課税してはどうかとの質問に対

しまして、法人税割については資本金等により不均一課税を実施しており、

5 1年度額準税率を趨えて課税した法人は 231社で超過分の額は 256

8万 30 0 0円である。また均等割については標準税率を超えて課税して

いる市は県下でも少なく、さらに 59年度の地方税法の改正の申で均等割

については 2倍以上の値上げが予定されているとの説明がありました。

次位、特別交付税 30 0 0万円が計上されていますが、特別交付税につ

いては従来当初予算に計上しないという方法をとってきたが、今回予算化

した考え方について、また最近における特別交付税の動向について説明を

求めましたと乙ろ、特別交付税については特別行政需要に対応する一般財

源として補てんされるもので単年度の財源調整横能を持っている乙とから

従前から県の指導もあって留保してきたが、現在の財政状況を踏まえて年

次的に、平均的に交付きれている事項である水源開発対策費について当初

予算に計上した。なお 55年度 1償..2 0 0万円、 56年度 1健..9 5 0 

万円、 51年度 1健 7270万円が交付されており、 58年度については

-268-

苓

• ~ 

む



約 1億 7000万円の交付見込みであるとの説明がありました。

次tζ 、国民憧康保険特別会計でありますが、新年度の国保制度の変更に

ついて現在判明している乙とがあるか質問しましたと乙ろ、医療保険制度

の改正が国会で審議中であり、はっきりした乙とはわからないが、退職者

医療制度の創設、国庫補助事の変更、国保税の限度額の引き上げ、薬価基

準の引き下げ、診療報酬の合理化等について審議されているとの説明があ

りました。

次l乙、ユースホステル特別会計でありますが、利用状況について説明を

求めましたと乙ろ、 56年度 1194入、 51年度 66 5 4人、 58年度

は 6000人余と考えているとの説明がありました。

次lと、水道事業特別会計でありますが、未給水地域である館野、九重地

区への給水については、乙れまでもたびたび本会議等で取り上げられてお

り、市としても第 S次拡張事業計画を策定しておるわけでありますが、ダ

ムの建設については莫大な経費が必要となるので、ため池の利用ゃ他の取

水方法を検討し早期給水ができないか質問しましたと乙ろ、従前から地下

水の水源調査を実施してきたが、水質、水量とも充足し得る水源とならな

いとの結論が出ている。館野、九重地区に給水を行う場合、館山市水道を

拡張するという乙とで事業認可を得る乙とになる。その場合将来計画に合

った確実な取水が前提となり、館野、九重だけでなく市全体を含めた水源

計画を立てなければならないわけで、しかも 10年先を見込むと約 300

o ~:，の新たな水源が必要であり、したがって農業用のため池等では対応で

きず、ダムの建設を計画しているとの説明がありましたが、住民の強い要

望もあり、一日も早〈未給水地域の解消が図られるよう強〈要望いたしま

した。

次に、国民宿舎事業特別会計でありますが、 58年度の利用実績につい

ては 2月末までの実績と 3月の見込みから 2万 35 0 0人程度であるとの

説明がありました。

次iζ 、討論を行い、まず一般会計について、市民の税負担が高まってい

る申で保育制、し尿収集掛金の法定を行う乙とはさらに住民に高負担を強

いるものであって値上げはすべきではないし、環境保全公社に対し市が助

成を行い経営を安定させるべきである。また大企業に対する法人市民税均
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等割については制限税率をもって課税すべきであるとの反対意見がありま

した。国民健康保険特別会計については、被保険者の負担が高い、また超

過負担の速やかな解消を図るべきであるとの反対意見がありました。

採決の結果、付託を受けました議案第 3号一般会計予算、議案第 4号国

民健康保険特別会計予算については賛成多数をもって、議案第 5号乃至議

案第 10号の各特別会計予算については全員一致をもってそれぞれ可決す

べきものと決しました。

以上、本委員会の審査の概要について御報告申し上げましたが、市当局

におかれましては今後予算の執行、行政の運営にあたっては本委員会の要

望、指摘事項等十分配慮されるよう要望いたしまして、予算審査特別委員

会委員長報告を終わります。

0議長(石井 正君) 以上で委員長の報告を終わります。

ただいまの委員長報告について御質疑を願います。御質疑ございません

か。一一朝質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。

討 論

。議長{石井 正君} 乙れより討論に入ります。

通告がありますので、発奮を許します。

2番議員田沢勝信君。御登壇顕います。

( 2番議員田沢勝信君登壇}

02番{田沢勝信君} 議案第 3号 59年度館山市一般会計予算に反対す

る討論をいたします。

国鉄運賃、消費者米価、国立大学授業桝、あるいは県立高校の授業料等

公共制金の値上げがされ、また乙れ以降もされようとしております。政府

の試算でさえ公共斜金の値上げだけで O. 34%、間接税増税で O. 2 % 

の計 O. 5 %も物価を押し上げるとしております。安房地区の労働団体等

のアンケートを見てみますと、世帯主の年齢 43. 8歳、家族 4人、月の

世帯総収入 30万 89 6 5円の家庭をモデルにした場合、ベアを 6%とし

てさえ減税、増税抱き合わせの税制改正、公共料金の引き上げ、医療費、

教育費のアヲブなどで、月収 1万円の名回収入増でも帳消しになる乙とが

明らかになっております。
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乙のような中で、 59年度館山市一般会計予算は市民生活優先になって

いないばかりか幼稚園の保育料、し尿収集手数桝等、市民の負担をより一

層強め、市民の生活を圧迫するものと言わざるを得ません。

以上の点を特lζ指摘し、反対の討論といたします。

。議長{石井 正君} 以上で 2番議員君の討論を終わります。

次、 1番議員神田守隆君。御登壇願います。

( 1番議員神田守隆君登壇}

01番{神田守隆君) 議案第 3号昭和 59年度館山市一般会計予算につ

いて及び議案第 4号昭和 59年度館山市国民健康保険特別会計予算につい

て反対の討論を行います。

新年度一般会計予算は、市民への負担のしわ寄せが多いのが最大の特徴

となっております。個人市民税や固定資産税などの市民の税負担は 1世帯

当たり 19万 86 2 3円で、乙れは今年度当初予算に比べても 4. 396の

増税となっています。昨年の 10月からプールや市民運動場など社会体育

施設や市民センターなどの利用料金の値上げ、住民票などの手数制の値上

げなどですでに年間 20 0 0万円余の負担増が押し付けられていますが、

乙れに続いて乙の 4月からは幼稚園保育料、し尿くみ取り料、市営住宅家

賃など 50 0 0万円を超える新たな市民への負担増が押し付けられようと

しています。

市長は、 「私の市政運営の基本理念は市民一人一人を尊重した市民生活

の安定である j と述べているが、新年度予算の現実は市民生活の安定を脅

かす市民負担増の予算と言わなければなりません。

市は、現在 10億円余の財政調整基金を抱えているが、市民生活の安定

を基本理念とすると半海市長が自負するならば、乙の財政調整基金を活用

し市民負担の軽減を図るべきであります。財政調整基金のその使途を市民

の前に明らかにするよう主張するものであります。

次に、依然としていわゆる超過負担問題についてであります。保育園の

保育斜など 1健円近い超過負担の現状があり、それはなくなるど乙ろかむ

しろ増大している乙とはっき、大変な危倶を感じるものであります。国の

財政再建と軍備拡大のために地方自治体が犠牲にされようとしています。

市は超過負担の実態を明らかにし、その速やかな解消を求めるべきであり
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ます。国は地方自治体に、超過負担の解消はもちろん、その財源の保障を

すべきであります。

以上の点を強調し、昭和 59年度一般会計予算に対する反対討論といた

します。

次lζ 、昭和 59年度館山市国民健康保険特別会計予算についてでありま

すが、すでに国民健康保険税は負担の限界を越えています。本予算におい

ても 1世帯当たり 10万円を超える負担となっており、今年度当初予算に

比べても 5. 5 %の増税となっています。その事務費など依然として市の

持ち出しの超過負担があり、乙れらは本来加入者たる市民が国保税として

負担すべき筋のものではありません。国の責任であると同時に当面市が助

成してその負担の軽減に努めるべきであると考えます。

以上の点を主張し、反対の討論といたします。

。議長{石井 正君} 以上で通告者による討論を終わります。

通告をしない議員で討論ございませんか。

( 8番議員小宮利夫君登壇}

08番{小宮利夫君) 賛成討論を行います。

私は、昨年まで行政担当していたので自画自賛になったらお許しをいた

だきたいと思います。

厳しい経済情勢の申で園は巨額の赤字国債を抱え、逼迫した国家財政は

行政改革、財政再建を至上命題として取り組んでおります。そのしわ寄せ

として地方交付税、国庫支出金の大幅な減となって自治体財政の運営広大

きくのしかかり、財政を圧迫しております。かかる情勢の申での 59年度

予算編成はきわめて困難なものがあった乙とと推察しております。 え
しかしながら、市長の施政方針にのっとって 300余名の磯貝がその英 、

知とベストを尽くし、 3ヵ月余にわたった労作の集大成は各ポジションと

とに市民サーピスを基調としている乙とが脈々として流れている乙とを感

じ取られ賛意を表するものであります。

市政の 4つの柱が揮然一体となってバランスがとれ、俗tζ総花予算と蔑

視や侮蔑されがちでありますが、三割自治では予算の公平を旨とする思想

が大切であろうかと患います。

終わりに、私たち文教民生委員会は申園地方を視察したのでございます
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が、その一つの出雲市では、文化会館運営基金を蓄えて、基金ができた時

点で文化会館を建設し、その利息で運営しているそうでと・ざいます。本市

もそのふりを見てわがふりを直す姿勢で文化施設の基金制度を設け、一般

財源の負担を軽くするよう提言申し上げまして、賛成討論といたします。

O議長(石井 正君} 以上で討論を終結いたします。

採決

。議長(石井 正君) 乙れより採決いたします。

採決は分割して行います。

まず、議案第 3号昭和 59年度館山市一般会計予算について起立により

採決いたします。

議案第 3号についての委員長の報告は原案可決であちます。

本案を委員長の報告どおり可決する乙とに賛成の諸君の起立を求めます。

{賛成者起立)

O議長{石井 正君} 起立多数であります。よって議案第 S号昭和 59 

年度館山市一般会計予算は原案どおり可決されました。

次いで、議案第 4号国民健康保険特別会計予算について起立により採決

いたします。

議案第 4号についての委員長の報告は原案可決であります。

本案を委員長の報告どおり可決するとと iζ賛成の諸君の起立を求めます。

(賛成者起立)

O議長(石井 正君} 起立多数であります。よって議案第 4号国民健康

保険特別会計予算は原案どおり可決されました。

次いで、議案第 5号乃至議案第 10号の各特別会計予算を一括して採決

いたします。

議案第 5号乃至議案第 10号の各特別会計予算についての委員長の報告

は原案可決であります。

各特別会計予算を委員長の報告どおり可決するととに御異蟻ありません

か。

( r異蟻なし」と呼ぷ者あり}

。語長{石井 正君} 御異趣なしと認めます。よって議案第 5号乃至語
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案第 10号の各特別会計予算はいずれも原案どおり可決されました。

議案の上程

O議長{石井 正君) 日程第 7、議案第 36号人権擁護委員候補者の推

薦についてを議題といたします。

議案の朗読を願います。

{書記朗読}

O議長(石井 正君} 朗読は終わりました。

議案の内容説明

。議長(石井 正君) 議案の説明を求めます。

{市長半海良一君登壇}

0市長(半海良一君} 議案第 36号人権擁護委員候補者の推薦について

提案理由の説明を申し上げます。

人権擁護委員法第 6条第 S項の規定lζ基づきまして、 4月 14日任期満

了となります人権擁護委員候補者の推騰を求められておりますので、引き

続き伊滞きよさん、小樽正治さん、島野茂樹郎さん並びに新たに蜂谷達二

きんの 4人を最適任といたしまして御推薦申し上げたいと存じますので、

よろし〈御審議のほどお願いいたします。

0議長{石井 正君} 説明は終わりました。

御質疑を願います。御質疑ございませんか。一一樹質疑なしと認めます。

よって質疑を健結いたします。

委員会付託の省略

。議長{石井 正君) お諮りいたします。

本案については委員会の付託並びに討論省略、直ちに採決するととに御

異趣ありませんか。

( r異鶴なし Jと呼ぶ者あり)

O議長{石井 正君) 御異議なしと認めます。

採決
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0議長(石井 正君} よって、乙れより採決いたします。

本案を原案どおり可決する乙とに御異議ありませんか。

( r異議なし Jと呼ぶ者あり)

。議長{石井 正君} 御異議なしと認めます。よって本案は原案どおり

可決されました。

議案の上程

O議長{石井 正君) 日程第 8、議案第 37号館山市収入役の選任につ

いてを議題といたします。

議案の朗読を顕います占

{書記朗読)

議案の内容説明

。議長{石井 正君} 譜案の説明を求めます。

(市長半滞良一君登壇}

。市長{半海良一君} 議案第 37号館山市収入役の選任について提案理

由の説明を申し上げます。

本市収入俊太田博雄君が乙の 8月 31日をもって任期満了となりますの

で、その後任として現在の山田俊康経済部長を適任と考えまして選任いた

したく、市議会の御同意を得ょうとするものでございます。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

。議長(石井 正君} 説明は終わりました。

守 御質疑を願います。御質疑ございませんか。一一樹質疑なしと認めます。

よって質疑を終結いたします。
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委員会付託の省略

。議長{石井 正君} お諮りいたします。

本案については委員会の付託並びに討論省略、直ちに採決するととに御

異議ありませんか。

( r異怠なし Jと呼ぶ者あり}

O議長(石井 正君) 御異議なしと認めます。
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採決

。議長{石井 正君} よって、乙れより採決いたします。

収入役選任について同意を求める件は、乙れに同意する乙とに御異議あ

りませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長{石井 正君) 御異議なしと認めます。よって本案は乙れに同意

する乙とに決しました。

閉 会 午後零時 o6分

。議長(石井 正君} 以上で本定例会lζ付議されました案件はすべて議

了されました。

よって、乙れにて第 1回市議会定例会を閉会いたします。

0本自の会議tと付した事件

1 議案第 S号乃歪議案第 37号

1 請願第 1号乃至請願第 S号

1 動議

地方自治法第 123条第 2項の規定iとより署名する。

館山市議会議長 石 井 正

館山市議会議員 榎 本 春 光
や

館山市議会諮員 吉 田勇治郎

ー 278-


	空白ページ

